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(57)【要約】
【課題】装置構成を簡略化することができる水素発生装
置及び燃料電池システムを提供する。
【解決手段】金属水素化物と、金属水素化物と反応して
水素を発生させる反応溶液とが常温では非反応状態に固
化された固化物を含む反応物固体１１が収容された反応
容器１２と、反応容器１２内に設けられる加熱手段１３
とを具備し、加熱手段１２によって反応物固体１１を常
温よりも高い所定温度に加熱することにより水素を発生
させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属水素化物と該金属水素化物と反応して水素を発生させる反応溶液とが常温では非反
応状態に固化された固化物を含む反応物固体が収容された反応容器と、該反応容器内に設
けられる加熱手段とを具備し、
　前記加熱手段によって前記反応物固体を前記常温よりも高い所定温度に加熱することに
より、前記水素を発生させることを特徴とする水素発生装置。
【請求項２】
　前記固化物が、前記非反応状態において前記金属水素化物の周囲に前記反応溶液が結合
された水和物であることを特徴とする請求項１に記載の水素発生装置。
【請求項３】
　前記反応物固体が、前記金属水素化物と、前記反応溶液を包含する包接化合物とを含む
ことを特徴とする請求項１に記載の水素発生装置。
【請求項４】
　前記反応溶液が、メタノール、エタノール又は水の何れかであることを特徴とする請求
項３に記載の水素発生装置。
【請求項５】
　前記反応物固体が、前記金属水素化物と前記反応溶液との反応を促進させる反応促進物
をさらに含むことを特徴とする請求項１～４の何れか一項に記載の水素発生装置。
【請求項６】
　前記反応物固体が、塩基性物質をさらに含むことを特徴とする請求項１～４の何れか一
項に記載の水素発生装置。
【請求項７】
　前記反応容器には発生した水素を排出する排出部が設けられていると共に、該排出部に
は水素を透過するが水蒸気を実質的に透過しないフィルタユニットが設けられていること
を特徴とする請求項１～６の何れか一項に記載の水素発生装置。
【請求項８】
　前記加熱手段がそれぞれ設けられた前記反応容器を複数具備すると共に、各反応容器内
の前記加熱手段をそれぞれ独立して制御する制御部を有することを特徴とする請求項１～
７の何れか一項に記載の水素発生装置。
【請求項９】
　前記反応容器内には、前記加熱手段と共に冷却手段が設けられていることを特徴とする
請求項１～８の何れか一項に記載の水素発生装置。
【請求項１０】
　前記反応容器が密封収容される収容容器をさらに具備すると共に、前記反応容器と前記
収容容器との間に断熱層を有することを特徴とする請求項１～９の何れか一項に記載の水
素発生装置。
【請求項１１】
　前記収容容器の一方の壁面に、前記収容容器の内圧の変化に応じて変形可能な可変部材
によって支持され当該可変部材の変形により前記反応容器と接離可能なヒートシンクが設
けられていることを特徴とする請求項１０に記載の水素発生装置。
【請求項１２】
　前記加熱手段により前記反応物固体が加熱されている場合に、前記収容容器と前記反応
容器との間の空間の圧力を加圧することにより、前記ヒートシンクを前記反応容器から離
間させる離間制御部を備えることを特徴とする請求項１０に記載の水素発生装置。
【請求項１３】
　前記加熱手段により前記反応物固体が加熱されていない場合に、前記収容容器と前記反
応容器との間の空間の圧力を減圧することにより、前記ヒートシンクを前記反応容器に接
触させる接触制御部を備えることを特徴とする請求項１０に記載の水素発生装置。
【請求項１４】
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　前記加熱手段が平板状のヒータであり、薄膜状の前記反応物固体が当該ヒータ上に配さ
れていることを特徴とする請求項１～１３の何れか一項に記載の水素発生装置。
【請求項１５】
　水素が供給されるアノード室を有すると共に、該アノード室への水素供給手段として請
求項１～１４の何れか一項に記載の水素発生装置を有することを特徴とする燃料電池シス
テム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、金属水素化物を分解して水素を発生させる水素発生装置及び水素発
生装置で発生した水素を燃料とする燃料電池システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のエネルギー問題の高まりから、より高いエネルギー密度で、排出物がクリーンな
電源が要求されている。燃料電池は、既存電池の数倍のエネルギー密度を有する発電機で
あり、エネルギー効率が高く、また、排出ガスに含まれる窒素酸化物や硫黄酸化物がない
、もしくは、少ないといった特徴がある。従って、次世代の電源デバイスとしての要求に
合った極めて有効なデバイスであるといえる。
【０００３】
　水素と酸素の電気化学反応により起電力を得る燃料電池では、燃料として水素が必要と
なる。燃料電池で用いる水素を発生する水素発生装置としては、例えば、金属水素化物（
水素化ホウ素塩）を収容した反応容器と、水タンクとを有し、ポンプによって水タンク内
の水を反応容器の金属水素化物に噴出するようにしたものがある（特許文献１参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１３７９０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような従来の水素発生装置では、水、あるいは水溶液等を収容するタンクや、水、
水溶液等をタンクから反応容器内に供給するための供給流路等が必要となり、装置構成が
複雑化してしまう。そして、このように装置構成が複雑化することに伴い、製造コストが
高くなるという問題や、装置を比較的大きくなってしまうという問題がある。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、装置構成を簡略化することが
できる水素発生装置及び燃料電池システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決する本発明の第１の態様は、金属水素化物と該金属水素化物と反応して
水素を発生させる反応溶液とが常温では非反応状態に固化された固化物を含む反応物固体
が収容された反応容器と、該反応容器内に設けられる加熱手段とを具備し、前記加熱手段
によって前記反応物固体を前記常温よりも高い所定温度に加熱することにより、前記水素
を発生させることを特徴とする水素発生装置にある。
【０００８】
　かかる第１の態様では、反応容器内に反応溶液を供給する必要がなく、装置構成を簡略
化して小型化を図ることができる。また、反応物固体が加熱手段で加熱されることで分解
された金属水素化物と反応溶液とが反応して水素が安定して発生する。
【０００９】
　本発明の第２の態様は、前記固化物が、前記非反応状態において前記金属水素化物の周
囲に前記反応溶液が結合された水和物であることを特徴とする第１の態様の水素発生装置
にある。
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【００１０】
　かかる第２の態様では、反応物固体を加熱することで金属水素化物の水和物が分解され
、金属水素化物と水とが反応して水素が発生する。
【００１１】
　本発明の第３の態様は、前記反応物固体が、前記金属水素化物と、前記反応溶液を包含
する包接化合物とを含むことを特徴とする第１の態様の水素発生装置にある。
【００１２】
　かかる第３の態様では、反応物固体を加熱することで、包接化合物に包接されていた反
応溶液と金属水素化物とが反応して水素が発生する。
【００１３】
　本発明の第４の態様は、前記反応溶液が、メタノール、エタノール又は水の何れかであ
ることを特徴とする第３の態様の水素発生装置にある。
【００１４】
　かかる第４の態様では、金属水素化物と反応溶液とが確実に反応して水素が発生する。
【００１５】
　本発明の第５の態様は、前記反応物固体が、前記金属水素化物と前記反応溶液との反応
を促進させる反応促進物をさらに含むことを特徴とする第１～４の何れか一つの態様の水
素発生装置にある。
【００１６】
　かかる第５の態様では、金属水素化物と反応溶液との反応速度が速くなるため、加熱手
段による加熱温度を比較的低くしても水素が発生する。
【００１７】
　本発明の第６の態様は、前記反応物固体が、塩基性物質をさらに含むことを特徴とする
第１～４の何れか一つの態様の水素発生装置にある。
【００１８】
　かかる第６の態様では、金属水素化物と反応溶液との反応速度は低下するものの、反応
を停止させやすくなる。
【００１９】
　本発明の第７の態様は、前記反応容器には発生した水素を排出する排出部が設けられて
いると共に、該排出部には水素を透過するが水蒸気を実質的に透過しないフィルタユニッ
トが設けられていることを特徴とする第１～６の何れか一つの態様の水素発生装置にある
。
【００２０】
　かかる第７の態様では、反応容器内の水分の外部への排出が防止され、反応に必要な水
量が確保される。
【００２１】
　本発明の第８の態様は、前記加熱手段がそれぞれ設けられた前記反応容器を複数具備す
ると共に、各反応容器内の前記加熱手段をそれぞれ独立して制御する制御部を有すること
を特徴とする第１～７の何れか一つの態様の水素発生装置にある。
【００２２】
　かかる第８の態様では、加熱するヒータの数を適宜変更することで、要求される水素流
量に比較的容易に対応することができるようになる。
【００２３】
　本発明の第９の態様は、前記反応容器内には、前記加熱手段と共に冷却手段が設けられ
ていることを特徴とする第１～８の何れか一つの態様の水素発生装置にある。
【００２４】
　かかる第９の態様では、反応容器の温度制御が容易となり、反応容器から外部に排出さ
れる水素の流量を高精度にコントロールすることができるようになる。
【００２５】
　本発明の第１０の態様は、前記反応容器が密封収容される収容容器をさらに具備すると
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共に、前記反応容器と前記収容容器との間に断熱層を有することを特徴とする請求項１～
９の何れか一項に記載の水素発生装置にある。
【００２６】
　かかる第１０の態様では、反応容器内の温度が下がりにくくなるため、水素発生のため
の加熱エネルギーを少なく抑えることができる。
【００２７】
　本発明の第１１の態様は、前記収容容器の一方の壁面に、前記収容容器の内圧の変化に
応じて変形可能な可変部材によって支持され当該可変部材の変形により前記反応容器と接
離可能なヒートシンクが設けられていることを特徴とする第１０の態様の水素発生装置に
ある。
【００２８】
　かかる第１１の態様では、反応容器内の温度を比較的容易に調整することができるよう
になる。
【００２９】
　本発明の第１２の態様は、前記加熱手段により前記反応物固体が加熱されている場合に
、前記収容容器と前記反応容器との間の空間の圧力を加圧することにより、前記ヒートシ
ンクを前記反応容器から離間させる離間制御部を備えることを特徴とする第１０の態様の
水素発生装置にある。
【００３０】
　かかる第１２の態様では、ヒートシンクを反応容器から離間させることで、ヒートシン
クと反応容器との間の空間が断熱層として機能し、反応容器の温度低下が抑えられる。
【００３１】
　本発明の第１３の態様は、前記加熱手段により前記反応物固体が加熱されていない場合
に、前記収容容器と前記反応容器との間の空間の圧力を減圧することにより、前記ヒート
シンクを前記反応容器に接触させる接触制御部を備えることを特徴とする第１０の態様の
水素発生装置にある。
【００３２】
　かかる第１３の態様では、反応容器の熱がヒートシンクを介して放熱されるため、反応
容器の温度が急速に低下する。
【００３３】
　本発明の第１４の態様は、前記加熱手段が平板状のヒータであり、薄膜状の前記反応物
固体が当該ヒータ上に配されていることを特徴とする第１～１３の何れか一つの態様の水
素発生装置にある。
【００３４】
　かかる第１４の態様では、ヒータによって効率的に反応物固体を加熱することができる
。さらに平板状のヒータを採用することで装置全体の厚さを薄くすることができる。
【００３５】
　本発明の第１５の態様は、水素が供給されるアノード室を有すると共に、該アノード室
への水素供給手段として第１～１４の何れか一つの態様の水素発生装置を有することを特
徴とする燃料電池システムにある。
【００３６】
　かかる第１５の態様では、常に安定して電力を供給することができる燃料電池システム
を実現することができる。
【発明の効果】
【００３７】
　かかる本発明では、反応物固体が加熱手段で加熱されることで分解された金属水素化物
と反応溶液とが反応して水素が発生するため、反応時に生成される反応生成物の影響を受
け難く、常に安定して水素を生成することができる。また、反応容器内に反応溶液を供給
する必要がなく、装置を簡略化して小型化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００３８】
　以下、本発明を実施形態に基づいて詳細に説明する。
【００３９】
　（実施形態１）
　図１は本発明の実施形態１に係る水素発生装置の概略構成を示す断面図である。
【００４０】
　図１に示すように、水素発生装置１０は、反応物固体１１が収容された反応容器１２と
、反応容器１２内の反応物固体１１を加熱する加熱手段である複数のヒータ１３とを具備
する。そして、以下に説明するように、反応容器１２内の反応物固体１１がヒータ１３に
よって加熱されることで生成される金属水素化物と水とが反応（水素発生反応）して水素
を発生させる。
【００４１】
　ここで、反応物固体１１は、金属水素化物と、この金属水素化物と反応して水素を発生
する反応溶液とが、少なくとも常温では非反応状態に固化された固化物を含むものである
。例えば本実施形態では、反応物固体１１は非反応状態において金属水素化物の周囲に反
応溶液が結合された水和物である固化物を含み、その水和水が反応溶液として作用する。
金属水素化物としては、例えば、水酸化ホウ素ナトリウム、水酸化ホウ素カリウム、水酸
化リチウムアルミニウム等が挙げられ、本実施形態では、水素化ホウ素ナトリウム（Ｎａ
ＢＨ４）を用いている。
【００４２】
　ヒータ１３は、反応物固体１１が収容された反応容器１２内に複数配設されており、制
御部１４によってそれぞれ制御されるようになっている。複数のヒータ１３の配置は特に
限定されないが、反応物固体１１全体を均一に加熱できるように配置されていることが好
ましい。なおヒータ１３の数は、特に限定されず、必ずしも複数設けられている必要はな
い。
【００４３】
　このような水素発生装置１０では、反応物固体１１が複数のヒータ１３によって所定温
度、例えば、５０℃～８０℃程度の温度に加熱されることで金属水素化物の水和物である
固化物が分解され、生成された金属水素化物と水（水和水）とを反応（水素発生反応）さ
せて水素を発生させている。つまり、金属水素化物と反応溶液としての水とは、常温では
全く反応しない非反応状態である反応物固体１１として存在し、常温よりも高い所定温度
に加熱されることで反応可能な状態となる。なお、加熱温度が高いほど水素発生反応の速
度は速くなり、加熱温度は必要な速度に応じて適宜決定されればよい。また水素発生反応
を停止させるには、ヒータ１３による反応物固体１１の加熱を停止すればよい。ヒータ１
３による加熱を停止し、反応容器１２内が冷却されることで水素発生反応は停止し、金属
水素化物が再び水和されて固化物となる。
【００４４】
　また反応容器１２には、水素発生反応により生成された水素が排出される排出部である
排出管１５の一端が接続されている。この排出管１５の他端は、図示しないが、例えば、
燃料電池等に接続される。この排出管１５には、開閉バルブ１６が設けられており、この
開閉バルブ１６の開閉により水素を排出するタイミングや排出量が制御されている。さら
に排出管１５には、フィルタユニット１７が設けられている。このフィルタユニット１７
は、水素は透過するが水蒸気は実質的に透過しないように構成されている。すなわち、フ
ィルタユニット１７は、水素を透過するが水蒸気を透過し難いように、言い換えれば、水
蒸気よりも水素透過性が高くなるように構成されている。例えば、本実施形態に係るフィ
ルタユニット１７は、パラジウム又はパラジウム合金の金属膜からなる水素分離膜で構成
されている。そして、反応容器１２内で生成された水素は、排出管１５からフィルタユニ
ット１７を介して反応容器１２の外部に排出される。
【００４５】
　なおフィルタユニット１７は、勿論これに限定されるものではなく、例えば、液体を透



(7) JP 2009-46331 A 2009.3.5

10

20

30

40

50

過しない程度の微小孔を有する透過気化膜と、この膜の反応容器側に設けられて水蒸気を
冷却する冷却部とで構成されていてもよい。この構成では、排出管に供給された水蒸気が
この冷却部で冷却されて凝縮し、水素のみが透過気化膜を通過するようになる。また、フ
ィルタユニット１７は、例えば、水蒸気を冷却する冷却部と、例えば、シリカゲル等の吸
水材料によって形成され冷却部によって冷却されて凝縮した水が吸収される給水部とで構
成されていてもよい。
【００４６】
　上述したように反応物固体１１は反応容器１２内でヒータ１３によって加熱されるため
、また水素発生反応の発熱により、反応溶液である水が加熱され、反応容器１２内には水
蒸気が充満する。このため、発生させた水素と共に水蒸気が排出管１５に流れ込むが、本
実施形態では、排出管１５にフィルタユニット１７が設けられているため、水蒸気が外部
に排出されることがない。
【００４７】
　水素発生反応には比較的大量の水を必要とするため、水蒸気が水素と共に外部に排出さ
れてしまうと、水量が足りなくなり水素発生反応の反応速度が低下したり、水素の発生量
が低下したりする虞がある。しかしながら、フィルタユニット１７が設けられて水蒸気の
排出が防止されることで、反応に必要な水量を確実に保持することができる。勿論、水素
発生反応に必要な水量を確保できていれば、フィルタユニット１７は設けなくてもよい。
なお、反応容器１２内に保持された水蒸気は、温度の低下と共に金属水素化物、あるいは
水素発生反応により水素と共に生成された反応生成物と水和する。
【００４８】
　このように本実施形態の水素発生装置１０では、水素発生反応に必要な金属水素化物と
反応溶液とが予め収容されている。つまり、従来の水素発生装置とは異なり、反応容器内
に反応溶液を供給する必要がない。したがって、装置構成を極めて簡略化することができ
、装置の小型化を図ることができ、またコストの削減を図ることもできる。また、本実施
形態では、金属水素化物の水和物である固化物を分解させ、金属水素化物と水（水和水）
とを反応させて水素を発生させている。このため、反応時に水素と共に生成される反応生
成物の影響を受け難く、常に安定して水素を生成することができる。
【００４９】
　ここで、例えば、水、水溶液等をタンクから反応容器に供給する従来の水素発生装置で
は、例えば、金属水素化物と水との反応（水素発生反応）により水素が生成される際、水
素と共に反応生成物が生成され、この反応生成物の薄膜によって金属水素化物の表面が覆
われたり、反応生成物が水和してしまうことに起因して、水素発生反応の反応速度が実質
的に低下してしまう虞がある。そして、このように金属水素化物の表面が反応生成物によ
って覆われたり、反応生成物が水和してしまうといった現象は避けることが難しいため、
従来の水素発生装置では所定量の水素を安定して発生させるのは難しかった。
【００５０】
　これに対し、本実施形態に係る水素発生装置では、上述したように金属水素化物の水和
物である固化物を分解させ、金属水素化物と水（水和水）とを反応させて水素を発生させ
ているため、反応時に水素と共に生成される反応生成物の影響を受け難く、常に安定して
水素を生成することができる。
【００５１】
　なお、本実施形態では、反応物固体１１として金属水素化物の水和物である固化物を含
むものを用いるようにしたが、固化物としては、水和物に限定されず、金属水素化物と、
反応溶液を含む包接化合物、或いは反応溶液を包含するマイクロカプセルを含むものであ
ってもよい。このように反応溶液が包接化合物等として反応物固体１１に含まれる場合、
反応溶液としては、水以外に、メタノール又はエタノールを用いることができる。また、
このような反応物固体１１は、一体である必要はなく、例えば、粒体や粉体であってもよ
い。
【００５２】
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　さらに、反応物固体１１は、固化物と共に、金属水素化物と反応溶液との反応（水素発
生反応）を促進させる反応促進物がさらに含まれていてもよい。この反応促進物としては
、例えば、リンゴ酸、クエン酸、コハク酸等が好適に用いられる。このように反応物固体
１１に反応促進物が含まれていることで、水素発生反応が促進され反応速度が向上する。
したがって、大流量の水素が要求された場合でも、所望量の水素を安全に供給することが
できる。すなわち、反応促進物が含まれていることで、反応物固体１１の加熱温度が比較
的低温であっても大流量の水素を生成することができる。
【００５３】
　また反応物固体１１には、反応促進物の替わりに塩基性物質が含まれていてもよい。塩
基性物質としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等が挙げられる。このよ
うな塩基性物質が含まれていることでｐＨ値が上がるため、水素発生反応の反応速度は低
下してしまうものの、水素発生反応を停止させやすくなる。つまり、比較的短時間で水素
発生反応を停止させることができるようになる。したがって、水素発生反応の開始及び停
止を細かく制御したい場合には、反応物固体１１に、上記固化物と共に塩基性物質が含ま
れていることが好ましい。
【００５４】
　（実施形態２）
　図２は、実施形態２に係る水素発生装置の概略構成を示す断面図である。図２に示すよ
うに、本実施形態は、反応容器１２内にヒータ１３と共に、冷却手段である冷却素子１８
を設けるようにした以外は、実施形態１と同様である。この冷却素子１８は、反応容器１
２内を冷却できるものであれば特に限定されず、例えば、ペルチェ素子等を用いればよい
。また本実施形態では、冷却素子１８は、ヒータ１３と同様に、反応容器１２内に複数設
けられている。冷却手段である冷却素子１８は、反応容器１２内で固化物が分離して生成
された金属水素化物と水との混合物を均等に冷却することができればよく、その数及び配
置等は特に限定されるものではない。
【００５５】
　このような本実施形態の構成では、制御部１４によってヒータ１３及び冷却素子１８を
適宜作動させて反応物固体１１及び上記混合物の温度を制御することで、排出管１５を介
して外部に排出する水素流量を高精度にコントロールすることができる。例えば、要求さ
れる水素流量が減少した場合でも、速やかに応答することができる。
【００５６】
　（実施形態３）
　図３は、実施形態３に係る水素発生装置の概略構成を示す断面図である。本実施形態は
、図３に示すように、反応容器１２が密封収容される収容容器１９をさらに具備するよう
にした例であり、その他の構成は実施形態１と同様である。具体的には、反応容器１２は
、収容容器１９の内壁面との間に所定の空間が確保された状態で収容容器１９内に密封収
容されている。また、この収容容器１９と反応容器１２との間には断熱層２０が形成され
ている。本実施形態では、収容容器１９と反応容器１２との間に確保されている空間が断
熱層２０として機能する。勿論、収容容器１９内に断熱材等を封入して収容容器１９と反
応容器１２との間に断熱層２０を形成するようにしてもよい。
【００５７】
　このような構成では、反応容器１２内の温度が下がりにくくなるため、水素発生のため
の加熱エネルギーを少なく抑えることができる。つまり、ヒータ１３によって比較的短時
間で反応容器１２内の反応物固体１１を所定温度に加熱することができる。したがって、
ランニングコストを削減することができる。
【００５８】
　（実施形態４）
　図４は、実施形態４に係る水素発生装置の概略構成を示す断面図である。本実施形態は
、実施形態３の変形例である。具体的には、図４に示すように、本実施形態に係る収容容
器１９Ａの一方の壁面にはヒートシンク２１が設けられている。このヒートシンク２１は
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、例えば、可撓性材料等からなり変形可能な可変部材２２によって収容容器１９に固定さ
れている。例えば、本実施形態では、ヒートシンク２１は蛇腹形状を有する可変部材２２
によって収容容器１９Ａに固定されている。そして、以下に説明するように、このヒート
シンク２１は、収容容器１９Ａ内に収容されている反応容器１２と接離可能になっている
。
【００５９】
　本実施形態では、排出管１５の途中から分岐されて収容容器１９に連通する連通管２３
が設けられており、この連通管２３には制御部１４によって開閉制御される開閉バルブ２
４が設けられている。また収容容器１９には制御部１４によって制御され収容容器１９内
を吸引する吸引装置２５が接続されている。
【００６０】
　そして、反応容器１２内の反応物固体１１をヒータ１３により加熱する場合、あるいは
反応容器１２内を高温に保持したい場合には、離間制御部としての制御部１４が開閉バル
ブ２４を開動作させて連通管２３を介して収容容器１９内に水素を供給する。なお、この
とき開閉バルブ１６は開状態であってもよいが、閉状態としておくことが望ましい。これ
により、収容容器１９の内圧は大気圧よりも高くなり、図４（ａ）に示すように、ヒート
シンク２１は、反応容器１２から所定距離だけ離間された状態に保持される。したがって
、ヒートシンク２１と反応容器１２との間の空間が断熱層として機能し、反応容器１２の
温度低下は抑えられる。一方、反応容器１２内を冷却したい場合には、接触制御部として
の制御部１４が吸引装置２５を制御することによって収容容器１９内を吸引する。これに
より、収容容器１９内が減圧され収容容器１９の内圧が大気圧よりも低くなるため、図４
（ｂ）に示すように、可変部材２２が変形してヒートシンク２１が反応容器１２に接触し
た状態に保持される。これにより、反応容器１２の熱はヒートシンク２１を介して放熱さ
れる。したがって、反応容器１２の温度は急速に低下することになる。
【００６１】
　このように本実施形態の構成では、必要に応じてヒートシンク２１を反応容器１２から
離間したり、接触させたりすることで、反応容器１２内の温度を比較的容易に調整するこ
とができる。したがって、反応容器１２内の温度を比較的急速に変化させたい場合にも十
分対応することができる。
【００６２】
　なお、本実施形態では開閉バルブ２４及び吸引装置２５を設け、これらを制御すること
でヒートシンク２１を移動させているが、ヒートシンク２１の移動方法は、特に限定され
るものではない。例えば、吸引装置２５は必ずしも設けられている必要はない。吸引装置
２５が設けられていない構成では、反応容器１２を冷却したい場合、例えば、ヒータ１３
による反応物固体１１の加熱を停止して水素の発生量を低下させた状態で開閉バルブ２４
を開状態とすればよい。これにより、排出管１５に接続されている、例えば、燃料電池に
よって収容容器１９内の水素が消費されて収容容器１９内が減圧され、収容容器１９の内
圧が大気圧よりも低くなる。この内圧変化に伴って可変部材２２が変形し、ヒートシンク
２１が反応容器１２に接触する（図４（ｂ）参照）。
【００６３】
　また、例えば、図５に示すように、吸引装置２５を設けずに、排出管１５の連通管２３
との分岐点よりも反応容器１２側に開閉バルブ２６をさらに設けるようにしてもよい。こ
の構成では、制御部１４が開閉バルブ２４，２６を開動作させて、連通管２３を介して収
容容器１９内に水素を供給することで、ヒートシンク２１は反応容器１２から離間された
状態に維持される。一方、制御部１４が開閉バルブ２４を開状態に維持しつつ開閉バルブ
２６を閉動作させることにより、ヒートシンク２１が反応容器１２に接触する。つまり、
燃料電池等によって収容容器１９内の水素が消費されることによる収容容器１９の内圧変
化に伴ってヒートシンク２１が反応容器１２に接触する（図４（ｂ）参照）。
【００６４】
　（実施形態５）
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　図６は、実施形態５に係る水素発生装置の概略構成を示す断面図である。本実施形態は
、実施形態３の変形例であり、反応容器を複数設けるようにした以外は実施形態３と同様
である。具体的には、図６に示すように、収容容器１９内に複数の反応容器１２が配され
ている。各反応容器１２内にはそれぞれヒータ１３が設けられており、これらのヒータ１
３は制御部１４によってそれぞれ独立して制御される。また、排出管１５は、各反応容器
１２にそれぞれ接続されている。
【００６５】
　このような構成では、加熱するヒータの数、つまり反応容器の数を適宜変更することで
、要求される水素流量に比較的容易に対応することができるようになる。また、水素発生
反応が進み水素流量が多く得られない反応容器が存在する場合、その反応容器のヒータを
運転させないようにすれば、装置全体としての熱効率を向上させることができる。さらに
は、複数の反応容器の中で水素発生反応が進んだ反応容器を順次交換するようにすれば、
水素発生装置を長期間に亘って連続的に運転することができるようになる。
【００６６】
　なお、このように各ヒータ１３を独立して制御する場合には、各反応容器１２間には、
上述したような断熱層２０が設けられていることが好ましい。隣接する反応容器１２の温
度変化の影響を防止するためである。
【００６７】
　（実施形態６）
　図７は、実施形態６に係る水素発生装置の概略構成を示す図である。本実施形態に係る
水素発生装置１０Ａは、図７に示すように、平板状のヒータ１３Ａを有する。この平板状
のヒータ１３Ａが内部に配される反応容器１２Ａは、ヒータ１３Ａの形状に合わせて比較
的薄い厚さで形成されている。そして、このヒータ１３Ａ上に薄膜状の反応物固体１１Ａ
が配置されている。反応容器１２Ａには、上述の実施形態と同様に水素を排出する排出管
１５Ａが設けられているが、本実施形態に係る排出管１５Ａは、反応容器１２Ａの側端面
に固定された流路部材２７に形成されている。この流路部材２７は、反応容器１２Ａと略
同一の厚さで形成されており、水素発生装置１０Ａは全体として比較的薄型に形成されて
いる。なお排出管１５Ａには、図示しないが、上述の実施形態と同様に開閉バルブ及びフ
ィルタユニットが配設されている。
【００６８】
　このような構成では、平板状のヒータ１３Ａ上に反応物固体１１Ａが配置されているこ
とで、ヒータ１３Ａによって効率的に反応物固体１１Ａを加熱することができる。また、
ヒータ１３Ａによる反応容器１２Ａ内の温度制御が容易になる。さらに平板状のヒータ１
３Ａを採用することで全体の厚さを薄くすることができるため、カードタイプの水素発生
装置を実現することも可能となる。
【００６９】
　（実施形態７）
　図８は、実施形態７に係る燃料電池システムの概略を示す図であり、同一部材には同一
符号を付し、重複する説明は省略する。
【００７０】
　図８に示す本実施形態に係る燃料電池システムは、図１に示した水素発生装置１０を燃
料電池に接続したシステムである。すなわち、燃料電池５０にはアノードチャンバ５１が
備えられ、アノードチャンバ５１は燃料電池セル５２のアノード室に接する空間を構成し
ている。アノード室は、アノードで消費する水素を一時的に保持する空間である。アノー
ドチャンバ５１と反応容器１２とは、排出管１５によって接続されており、反応容器１２
で発生した水素がアノードチャンバ５１のアノード室に供給される。また排出管１５には
、アノード室に供給される水素の流量を検出する検出手段としての流量センサ２８が設け
られている。そして制御部１４は、この流量センサ２８の検出結果に応じて各ヒータ１３
の温度及び開閉バルブ１６の開閉動作をコントロールする。これにより、常に所望の流量
の水素をアノード室に供給することができる。なお、アノード室に供給された水素は、ア
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ノードでの燃料電池反応で消費され、アノードでの水素の消費量は、燃料電池５０の出力
電流に応じて決定される。
【００７１】
　以上、本発明の各実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定され
るものではない。また、上述の各実施形態の構成を組み合わせてもよいことは言うまでも
ない。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本発明の実施形態１に係る水素発生装置の概略構成を示す断面図である。
【図２】本発明の実施形態２に係る水素発生装置の概略構成を示す断面図である。
【図３】本発明の実施形態３に係る水素発生装置の概略構成を示す断面図である。
【図４】本発明の実施形態４に係る水素発生装置の概略構成を示す断面図である。
【図５】本発明の実施形態４に係る水素発生装置の変形例を示す断面図である。
【図６】本発明の実施形態５に係る水素発生装置の概略構成を示す断面図である。
【図７】本発明の実施形態６に係る水素発生装置の概略構成を示す斜視図である。
【図８】本発明の実施形態７に係る燃料電池システムの概略構成を示す図である。
【符号の説明】
【００７３】
　１０　水素発生装置
　１１　反応物固体
　１２　反応容器
　１３　ヒータ
　１４　制御部
　１５　排出管
　１６　開閉バルブ
　１７　フィルタユニット
　１８　冷却素子
　１９　収容容器
　２０　断熱層
　２１　ヒートシンク
　２２　可変部材
　２３　連通管
　２４　開閉バルブ
　２５　吸引装置
　２６　開閉バルブ
　２７　流路部材
　２８　流量センサ
　５０　燃料電池



(12) JP 2009-46331 A 2009.3.5

【図１】

【図２】



(13) JP 2009-46331 A 2009.3.5

【図３】



(14) JP 2009-46331 A 2009.3.5

【図４】



(15) JP 2009-46331 A 2009.3.5

【図５】



(16) JP 2009-46331 A 2009.3.5

【図６】



(17) JP 2009-46331 A 2009.3.5
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